
水道施設の区分確認フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】新宿区保健所衛生課環境衛生係  電話 03-5273-3841 

・居住者が 100 人を超える。      はい/いいえ 

・一日の最大給水量が 20ｍ³を超える。 はい/いいえ 

「はい」が一つ以上ある。 「いいえ」のみである。 

水槽・導管が地中に埋設等されておらず 

すべての面において点検できる状態か。 

自己水源及び併用 他の水道からの供給水のみ 

水源の種別 

点検できない水槽が 100ｍ³以下である。 

点検できない口径 25㎜以上の導管の 

全長が 1,500ｍ以下である。 

受水槽の有効容量は？ 

10ｍ³を超える  10ｍ³以下  

専用水道ではない。 

はい 

はい 

はい 

はい はい 

いいえ 
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いいえ 

貯水槽水道の場合 

 

※水道法第 14条第 2項

第 5 号に定める、水道事

業の用に供する水道及び

専用水道以外の水道であ

って、水道事業の用に供

する水道から供給を受け

る水のみを水源とするも

のをいう。 

 

はい 

できる 

専用水道 小規模給水施設 簡易専用水道 


